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【配偶者暴力相談支援センターへの相談件数】
出所：平成 25 年版男女共同参画白書
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「女性に対する暴力をなくす運動」110号

112号

あなたは悪くありません
～ひとりで悩まず相談を～
≪人材育成交流センターめぶき≫
　女性相談 Tel：896-1215 月～金　10時～17時
≪児童家庭課≫
　女性相談 Tel：893-4411（内線180）
　月～金　10時15分～17時
≪女性の人権ホットライン≫
　Tel：853-1102 月～金 8時30分～17時
　※専属人権擁護委員による相談は10時～16時
≪強姦救護センター・沖縄（REICO）≫
　Tel：890-6110 水 19時～22時・土 15時～18時

　内閣府は、毎年11月12日から25日（女性に対する
暴力撤廃国際日）までの2週間を『女性に対する暴力
をなくす運動』の実施期間と定めています。
　宜野湾市もこれに順じ、パネル展を開催します。

『女性に対する暴力をなくす運動』パネル展
　テーマ：セクハラ防止について
　期間：11月9日（土）～11月24日（日）
　場所：サンエーコンベンションシティ 店内3階フロア
※11月は児童虐待防止推進月間であり、児童虐待防
　止パネル展と同時に実施します。
※11/25（月）～12/10（火）の期間は、人材育成交流
　センターめぶきにて展示を行います。

　パートナーからの暴力・暴言、性犯罪、売買春、セクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー行為等、人権を侵害する行為は
社会に深く根付いています。｠
　警視庁の統計によると、平成24年中に検挙した配偶者（内
縁関係を含む）間における殺人、傷害、暴行は4,457件、そのう
ち4,149件（93.1％）は女性が被害者となった事件です。
　女性が被害にあいやすい要因として、女性に対する暴力を
軽視・容認する社会風土が挙げられます。
　どんな理由があっても、暴力を振るっていい理由にはなりま
せん。一人ひとりが暴力は許されないという認識をしっかりと
持ち、非暴力の輪を広げることで、被害者が周りに相談しやす
い環境を作ることが出来ます。

　また一方的な支配が続くと、被害者が「私が我慢すればい
い」「相手を怒らせてしまう自分が悪い」と思い込み、逃げるこ
とが出来なくなってしまうことがあります。その結果、被害が継
続・悪化し、心身ともに大きな傷を負ってしまうことになります。
　暴力はふるう人に責任があります。ふるわれた人は決して悪
くありません。被害者に責任を転嫁することはあってはならな
いのです。
　事態の深刻化を防ぐためには、本人はもちろん、周りにいる
人が早い段階で被害の現状に気付き、適切な対応をすること
が大切です。

「お互いに　未来を掴もう　共同参画」

問合せ：市民協働推進課 平和・男女共同係
　　　  ☎８9３ー４４１１（内線４２１）

暴力で傷ついた方と、その周りの皆さんへ
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